
○知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則 

平成27年３月26日規則第８号 

改正 

平成28年３月31日規則第15号 

平成29年３月23日規則第８号 

知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則 

知立市保育所保育料等徴収条例施行規則（平成20年知立市規則第９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

（平成27年知立市条例第10号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるも

のとする。 

（階層区分の認定） 

第２条 条例別表第１及び別表第２に規定する階層区分（以下「階層区分」という。）は、子ども・

子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）に基づく子どものための教育・保育

給付（法附則第６条第１項の規定による委託費の支払を含む。）に係る教育又は保育を利用する

児童（以下「入所児童」という。）と同一世帯に属し生計を一にする父母（以下「父母」という。）

の課税額の合計額により認定する。ただし、父母のそれぞれが市町村民税非課税であって、かつ、

次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、父母以外の扶養義務者のうち最も課税額の多い

ものの課税額により認定する。 

(１) 父母の所得総額が生活保護法（昭和25年法律第144号）第８条に規定する厚生労働大臣が定

める基準のうちの生活扶助費の基準額を下回る場合 

(２) 父母以外の扶養義務者（民法（明治29年法律第89号）に規定する扶養義務者であって入所

児童と生計を一にする父母以外のもの（その者が当該世帯の家計の主宰者である場合に限る。）

をいう。以下同じ。）が現に当該入所児童を監護する場合 

（課税額を証する資料等の提出） 

第３条 市長は、階層区分の認定に当たり、法第13条第１項の規定に基づき、父母又は父母以外の

扶養義務者（以下「扶養義務者等」という。）から必要に応じて源泉徴収票その他の課税額を証

する資料（以下「課税額を証する資料」という。）の提出を求めることができる。 

２ 市長は、課税額を証する資料の提出がないときは、課税額を証する資料の提出に代えて、扶養

義務者等に対して年間収入申告書の提出を求めることができる。この場合において、当該提出を
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受けた年間収入申告書の内容により算定した課税額は、当該扶養義務者等の課税額と推定する。 

（保育料の決定等の通知） 

第４条 条例第９条の規定による通知は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式により行

うものとする。 

(１) 条例第１条に規定する通常保育料又は条例第８条に規定する私的契約児保育料の額の決定 

通常保育料等決定通知書（様式第１） 

(２) 通常保育料又は私的契約児保育料の額の変更 通常保育料変更決定通知書（様式第２） 

(３) 条例第４条に規定する延長保育料の決定 延長保育料決定通知書（様式第３） 

(４) 条例第５条に規定する一時保育料の決定 一時保育料決定通知書（様式第４） 

(５) 条例第６条に規定する休日保育料の決定 休日保育料決定通知書（様式第５） 

(６) 条例第７条に規定する病児・病後児保育料の決定 病児・病後児保育料決定通知書（様式

第６） 

（途中入退所児の保育料） 

第５条 月の途中で入所し、又は退所した児童に係るその月の通常保育料又は私的契約児保育料の

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 月の途中で入所した場合 通常保育料又は私的契約児保育料の月額に、入所した日から当

該入所した日が属する月の末日までの期間の日数から知立市保育所における保育の利用に関す

る規則（平成27年知立市規則第７号）第３条に規定する通常保育の休業日（以下この項におい

て「通常保育休業日」という。）の日数を減じた日数（25日を超える場合は25日とする。）を

25日で除した数を乗じて得た額 

(２) 月の途中で退所した場合 通常保育料又は私的契約児保育料の月額に、退所した日が属す

る月の初日から当該退所した日の前日までの期間の日数から通常保育休業日の日数を減じた日

数（25日を超える場合は25日とする。）を25日で除した数を乗じて得た額 

(３) 月の途中で入所し、当該月の途中で退所した場合 通常保育料又は私的契約児保育料の月

額に、入所した日から退所した日の前日までの期間の日数から通常保育休業日の日数を減じた

日数（25日を超える場合は25日とする。）を25日で除した数を乗じて得た額 

２ 前項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。 

（納期限） 

第６条 条例第10条に規定する納期限は、通常保育料及び私的契約児保育料については保育等が実

施された月の25日（その日が金融機関の休業日である場合は、その日後において最も近い休業日
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でない日）とし、延長保育料、一時保育料、休日保育料及び病児・病後児保育料（以下「特別保

育料」という。）については保育が実施された月の翌月の25日（その日が金融機関の休業日であ

る場合は、その日後において最も近い休業日でない日）とする。ただし、市長が特別の事情があ

ると認めたときは、別に納期限を定めることができる。 

２ 市長は、前項の納期限の７日前までに通常保育料等納入通知書兼領収書（様式第７）を保護者

（法第６条第２項に規定する保護者をいう。以下同じ。）に送付しなければならない。 

（通常保育料の減免） 

第７条 条例第11条の規定による通常保育料の減免は、別表に定めるところにより行う。 

２ 前項の規定による減免を受けようとする者は、通常保育料減免申請書（様式第８）を市長に提

出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、通常保育料の減免

の可否を決定するとともに、通常保育料減免（却下）決定通知書（様式第９）により当該申請者

に通知する。 

４ 前項の規定により通常保育料の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、直ちに

その旨を市長に申し出なければならない。 

（過誤納保育料等の取扱い） 

第８条 市長は、条例第12条の規定により過納又は誤納に係る金額を還付するときは保育料還付通

知書（様式第10）により、同条ただし書の規定により未納に係る通常保育料等に充当するときは

保育料充当通知書（様式第11）により、保護者に通知しなければならない。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前にこの規則による改正前の知立市保育所保育料等徴収条例施行規則（以

下「旧規則」という。）第２条の規定によりした階層区分の認定は、第２条の規定によりした階

層区分の認定とみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき交付し、又は提出されている通知書その他の書

類は、この規則の相当規定により交付し、又は提出された書類とみなす。 
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４ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき作成されている通知書その他の用紙は、この規

則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第15号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき交付されている通知書

その他の書類は、この規則による改正後の各規則の規定に基づき交付されたものとみなす。 

附 則（平成29年３月23日規則第８号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

減免基準表 

  

減免対象事由 減免基準 減免期間 

１ 扶養義務者等が死亡

し、又は扶養義務者等

と離婚したことにより

生活が困難となった場

合 

保護者（死亡し、又は離婚した扶養義務者等

を除く。）の当該年度の市町村民税の課税額を

基準として条例別表第１又は別表第２に定め

るところにより算定した額とする。 

申請のあった日の属

する月（以下「減免申

請月」という。）の翌

月（その日が月の初日

であるときは、その日

の属する月）からその

日の属する年度（以下

「減免申請年度」とい

う。）の末日までの範

囲内とする。 

２ 扶養義務者等の収入

が失業、疾病等により

著しく減少し、生活が

困難となった場合 

１ 減免申請月の前３月の当該世帯の平均収

入額（以下「平均収入額」という。）が生活

保護法による月額最低生活費（以下「最低生

活費」という。）に満たない場合は、全額免

除する。 

減免申請月の翌月

（その日が月の初日で

あるときは、その日の

属する月）から減免申

請年度の末日までの範
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２ １以外の場合で、当該世帯の収入状況等に

より推定した所得額（以下「推定所得額」と

いう。）が保育料の算定の基礎となった所得

額に比べ、30％以上減少した場合は、その推

定所得額から算定した課税額を基準として

条例別表第１又は別表第２に定めるところ

により算定した額とする。 

囲内とする。 

３ 入所児童の属する世

帯内に現に疾病にかか

っている者があり、２

月以上継続してその治

療に必要な経費を支出

しているため生活が困

難となった場合 

１ 平均収入額が、最低生活費に生活が困難と

なった期間に支払った治療費の１月当たり

の平均額（健康保険法（大正11年法律第70

号）に規定する高額療養費を限度とする。以

下「月額平均医療費」という。）を加算した

額に満たない場合は、全額免除する。 

減免申請月の翌月

（その日が月の初日で

あるときは、その日の

属する月）から減免申

請年度の末日までの範

囲内とする。 

２ １以外の場合で、推定所得額から月額平均

医療費を控除した額が当該世帯の保育料の

算定の基礎となった所得額に比べ、30％以上

減少した場合は、その推定所得額から算定し

た課税額を基準として条例別表第１又は別

表第２に定めるところにより算定した額と

する。 

４ 入所児童の属する世

帯が居住する家屋が天

災その他不慮の災害に

より損害を受けた場合

損害を受けた家屋の修理等に要した支出の

額（保険金等により補てんされた額を除く。）

を推定所得額から控除した額が、当該世帯の保

育料の算定の基礎となった所得額に比べ、30％

以上減少した場合は、その推定所得額から算定

した課税額を基準として条例別表第１又は別

表第２に定めるところにより算定した額とす

る。 

減免申請月の翌月

（その日が月の初日で

あるときは、その日の

属する月）から減免申

請年度の末日までの範

囲内とする。 

５ 父母のいずれかが次 現に入所児童を扶養している者の当該年度 減免申請月の翌月か
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の各号のいずれかに該

当する場合 

(１) 少年院その他こ

れに準ずる施設に収

容されたとき。 

(２) 刑事施設、労役

場その他これらに準

ずる施設に拘禁され

たとき。 

の市町村民税の課税額を基準として条例別表

第１又は別表第２に定めるところにより算定

した額とする。 

ら事由の消滅した日の

属する月の末日（その

日が減免申請年度の末

日以後であるときは、

減免申請年度の末日）

までとする。 

６ 父母が離婚調停中で

ある場合 

現に入所児童を扶養している者の当該年度

の市町村民税の課税額を基準として条例別表

第１又は別表第２に定めるところにより算定

した額とする。 

減免申請月の翌月か

ら事由の消滅した日の

属する月の末日（その

日が減免申請年度の末

日以後であるときは、

減免申請年度の末日）

までとする。 

７ 父母のいずれかが６

月以上行方不明の場合

現に入所児童を扶養している者の当該年度

の市町村民税の課税額を基準として条例別表

第１又は別表第２に定めるところにより算定

した額とする。 

減免申請月の翌月か

ら事由の消滅した日の

属する月の末日（その

日が減免申請年度の末

日以後であるときは、

減免申請年度の末日）

までとする。 

８ その他市長が特別の

事情があると認める場

合 

市長が必要と認める額とする。 市長が必要と認める

期間とする。 

備考 「当該年度」については、４月から８月までの間にあっては、「前年度」と読み替えるも

のとする。 

様式第１（第４条関係） 
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様式第２（第４条関係） 

様式第３（第４条関係） 

様式第４（第４条関係） 

様式第５（第４条関係） 

様式第６（第４条関係） 

様式第７（第６条関係） 

様式第８（第７条関係） 

様式第９（第７条関係） 

様式第10（第８条関係） 

様式第11（第８条関係） 


